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本計画の見直しに当たっては、庁内の関係各課で構成された関係課会議（全４回）において、

都市計画、建築、環境、産業、福祉、コミュニティ、防災等の関連する施策・分野と連携しなが

ら、総合的かつ横断的な検討を行いました。 

また、検討に当たっては、学識経験者及び関係機関で構成された市民会議（全４回）や、アン

ケート調査、パブリックコメントをとおして、市民に情報提供を行いつつ、市民の意見を反映

した計画としています。 

 

 

図 検討体制 

 

  

検討体制と策定経過 １ 

１ 検討体制 

市   民 

庁   内 

市 民 会 議 

アンケート調査 

パブリックコメント 

市 議 会 市   長 

庁   議 

事務局（住宅課） 

関係課会議 

・都市計画課  ・移住推進課 

・建築指導課  ・危機管理課 

・環境・地域エネルギー課 

・森林環境課  ・生活福祉課 

・商工課    ・高齢福祉課 

・こども育成課 ・住宅課 

・地域づくり課 
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年月日 実施内容 主な検討内容 

令 

和 

５ 

年 

５月２６日 建設環境委員協議会 〇 計画見直し報告 

６月７日 第１回庁内関係課会議 

〇 松本市住宅マスタープラン見直し

の視点について 

〇 今年度のスケジュールについて 

〇 アンケート調査の設問について 

〇 現行計画成果目標の事後評価につ

いて 

７月６日 
第１回松本市住宅マスタープラン

見直し市民会議 

〇 松本市住宅マスタープラン見直し

の目的について 

〇 今年度のスケジュールについて 

〇 市民アンケート設問について 

８月７日 

～８月２１日 

松本市住宅マスタープラン見直し

に関するアンケート調査 

対 象：市内１８歳以上の方から 

２,１００名を無作為抽出 

回答方法：郵送又はＷＥＢフォーム 

９月２７日 第２回庁内関係課会議 

〇 事後評価のフィードバックについ

て 

〇 アンケート調査の結果(速報)につ

いて 

〇 計画（骨子案）について 

１０月１７日 
第２回松本市住宅マスタープラン

見直し市民会議 

〇 現行計画の達成状況について 

〇 アンケート調査の結果について 

〇 計画（骨子案）について 

１０月３０日 

～１１月１２日 

松本市住宅マスタープラン見直し

に関するインターネットアンケー

ト調査 

対 象：市民や松本市の住宅に興味

のある方 

回答方法：ＷＥＢフォーム 

１１月６日 第３回庁内関係課会議 〇 計画体系（案）について 

１１月１６日 
第３回松本市住宅マスタープラン

見直し市民会議 

〇 ５つの基本方針について 

〇 計画体系（案）について 

〇 基本理念の決定について 

〇 今後のスケジュールについて 

令 

和 

６ 

年 

１月２２日 第４回庁内関係課会議 〇 計画（最終案）について 

２月６日 

第４回松本市住宅マスタープラン

見直し市民会議 

（対面とＷＥＢを併用） 

〇 計画（最終案）について 

２月２２日 建設環境委員協議会 〇 計画（素案）について 

２月２６日 

～３月２６日 
パブリックコメント 

〇 計画（案）について 

〇 計画概要版（案）について 

 月 建設環境委員協議会 
〇 パブリックコメント結果報告 

〇 計画（最終案）について 

 月 松本市住宅マスタープランの公表  

２ 策定経過 
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平成２０年５月１４日 

告示第３１６号 

（目的） 

第１条 この要綱は、市民と行政が協働して本市の住宅マスタープラン（以下「住宅マスタープラ

ン」という。）を策定するため、松本市住宅マスタープラン策定市民会議（以下「市民会議」とい

う。）を設置することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

（所掌事項） 

第２条 市民会議は、住宅マスタープランの策定について審議し、市長に意見、提言を行うものと

する。 

（組織） 

第３条 市民会議は、委員１５人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１） 有識者 

（２） 市営住宅等入居者 

（３） 公募者（市内に住所を有する者に限る。） 

（４） 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から住宅マスタープランが策定される日までの間とする。 

（委員長及び副委員長） 

第５条 市民会議に委員長１人及び副委員長１人を置き、委員の互選により選出する。 

２ 委員長は、市民会議を代表し、会務を総理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 市民会議は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が会議の議長となる。 

（部会） 

第７条 委員長は、市民会議に専門の事項を審議するため、部会を置くことができる。 

２ 部会について必要な事項は、委員長が市民会議に諮って定める。 

（庶務） 

第８条 市民会議の庶務は、建設部住宅課において処理する。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附則 

この告示は、平成２０年５月１４日から施行する。  

松本市住宅マスタープラン見直し市民会議 ２ 

１ 松本市住宅マスタープラン策定市民会議 設置要綱 
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任期：令和５年７月６日～令和６年３月３１日 

分野 氏名 所属団体・役職等 

都市計画 

まちづくり 
◎ 井 上 信 宏 

国立大学法人信州大学経法学部 

教授 

林  業 ○ 小 林 稔 政 
松筑木材協同組合 

株式会社小林創建 代表取締役社長 

環  境 茅 野 恒 秀 
国立大学法人信州大学人文学部 

准教授 

住宅建設 

（設 計） 
新 井 さ や か 

一般社団法人長野県建築士事務所協会松筑支部 

有限会社Ａ＆Ａ構造研究所 代表取締役 

住宅建設 

（施 工） 
滝 澤 文 雄 

松本市建設業協会 

株式会社滝澤工務店 会長 

住宅流通 林 隆 雄 
公益社団法人長野県宅地建物取引業協会中信支部 

(有)あおば住専 取締役社長 

経済・商工 本 間 恵 子 
松本商工会議所 

本間川魚店 代表取締役 

福  祉 伊 藤 佐 智 子 

社会福祉法人松本市社会福祉協議会 

松本市生活就労支援センター「まいさぽ松本」 

センター長 

子 育 て 福 地 健 司 
松本市学童保育連絡協議会 

明善児童育成クラブ 

ライフスタイル 吉 岡 直 美 株式会社ベスト・カラー 代表取締役 

市営住宅 宮 下 茂 寿台３丁目町会 町会長 

公  募 矢 口 則 義 公募市民 

◎：委員長、○：副委員長（敬称略、順不同） 

計１２名 

 

 

  

２ 松本市住宅マスタープラン見直し市民会議 委員名簿 
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松本市住宅マスタープランの見直しに当たっては、市民の住まいに関する意見を把握し、今後

の住宅施策の参考とするため、松本市住宅マスタープラン見直しに関するアンケート調査を実施

しました。 

 

 
 

《集計結果における留意点》 

・集計結果は小数点第２位を四捨五入、又は小数点第１位を四捨五入しているため、合計

が１００％に満たない、又は超える場合がある。 

・複数回答の設問は、集計結果の合計が１００％を超えることがある。 

・無回答には、無効回答（選んだ選択肢の判別が困難なもの、択一回答の設問で複数の選

択肢を選んでいるものなど）が含まれる。 

 

 

  

松本市住宅マスタープラン見直しに関するアンケート調査結果 ３ 

１ アンケート調査概要 

 調査期間  令和５年８月 

 調査対象  市内在住の１８歳以上の方から２,１００人を無作為抽出 

 調査方法  郵送及びＷＥＢ 

 配 布 数  ２,１００件 

 回 収 数  ［郵 送］４６３件 

［ＷＥＢ］１３７件 

 回 収 率  ２９％ 

合計 ６００件 
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２ アンケート調査票 
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122 

 

 

 

  



 

123 

 

資料編 
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【あなた自身について（回答者の属性）】 

問１．性別 

あなたの性別をお答えください。［記入は任意です］ 

回答者の性別は「男性」が４５.４％、「女性」は５３.３％であった。 

図 回答者の性別 

 

問２．年齢 

あなたの年齢をお答えください。［該当するもの１つに○］ 

回答者の年齢は、年代が上がるほど回答者が多くなっており、「７０歳以上」が全体の約

１／３を占めている。 

図 回答者の年代 

 

  

３ アンケート調査結果 
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問３．世帯 

あなたの家族構成をお答えください。［該当するもの１つに○］ 

回答者の世帯は、「親と子の世帯（２世代）」が４４.１％と最も多く、次いで「夫婦のみの

世帯」が３１.２％、「単身世帯」は１４.９％となっている。 

図 回答者の世帯 

 

問４．同居人数 

一緒にお住まいの方は、あなたを含めて何人ですか。［具体的な人数を記入］ 

回答者の同居人数は、自分を含めた同居人数は、「２～３人」が６２.９％と大半を占めて

おり、次いで「４～５人」が２０.４％、「１人」が１２.６％なっている。 

図 回答者の同居人数 
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問５．松本市での居住年数 

あなたは松本市にお住まいになってから何年になりますか。［該当するもの１つに○］ 

回答者の松本市での居住年数は、「２０年以上」が７３.７％と大半を占めており、次いで

「１０～２０年未満」が１２.０％、「５～１０年未満」が５.９％となっている。 

図 松本市での居住年数 
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問６．居住地区 

あなたのお住まいの地区はどちらですか。［該当するもの１つに○］ 

回答者の居住地区は、地域別でみると、「中央南部地域」と「南部地域」が約１６％と最も

多くなっており、「河西北部地域」は１１.６％であった。 

地区別でみると、「芳川地区」と「鎌田地区」が約８％と最も多く、次いで「里山辺地区」

と「島内地区」が約７％となっている。 

図 回答者の居住地域 

 

図 回答者の居住地区 
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【住宅と周辺環境について】 

問７．住宅の種類 

あなたがお住まいの住宅の種類についてお答えください。［該当するもの１つに○］ 

住宅の種類は、「中古の一戸建て」が４５.２％と最も多く、次いで「新築の一戸建て」が

２５.９％となっており、一戸建て住宅が大半を占めている。 

図 住宅の種類 

 

 

なお、本アンケートにおける「新築」及び「中古」の定義は下記のとおりであり、新築・中

古の判断は回答者が入居されたときの状態で回答してもらっている。 

 

新築：人が住んだことのない、完成から１年以内の住宅 

中古：自分が住む前に人が住んだことのある住宅や、完成から１年を超えている住宅 
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問８．住宅の敷地面積と建物の延べ床面積 

あなたがお住まいの住宅の敷地面積と建物の延べ床面積をお答えください。 

［おおむねの数値を記入］ 

住宅の敷地面積は「３０１～㎡」が３１.４％と最も多くなっており、次いで「１５１～

２００㎡」が１７.６％、「２０１～２５０㎡」は１５.９％であった。 

また、住宅の延べ床面積は「１０１～１５０㎡」が３７.４％と最も多くなっており、次い

で「１５１～２００㎡」が２２.２％、「５１～１００㎡」は２２.０％であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問９．住宅の建築時期 

あなたがお住まいの住宅の建築時期（建替えた場合は建替えの時期）をお答えください。

［該当するもの１つに○］ 

住宅の建築時期は「昭和５５年以前」と「昭和５６年～平成２年」が最も多く２０.３％、

次いで「平成３年～平成１２年」が１８.６％と、古い年代ほど多くなっている。 

図 住宅の建築時期 

 

  

図 住宅の敷地面積 図 住宅の延べ床面積 
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問１０．住宅の満足度 

あなたがお住まいの住宅に関する満足度について、次の回答方法をお読みになった上で、

それぞれお答えください。［該当するもの１つずつに○］ 

住宅に関する満足度が高い（「満足」と「ほぼ満足」の割合が多い）項目は、「住宅の広さ・

部屋数」が最も高く８２％、次いで「敷地の広さ（共同住宅の場合は住棟の周りの広さ）」が

８１％となっている。 

一方、満足度が低い（「やや不満」と「不満」の割合が多い）項目は、「遮音性や断熱性」が

最も低く３９％、次いで「住宅の火災や地震に対する備え」が３６％であった。 

また、前回調査結果と比較すると、「敷地の広さ（共同住宅の場合は住棟の周りの広さ）」以

外の全ての項目で増加しており、特に「浴室、便所や台所などの設備」、「廊下や階段、お風

呂、便所の安全性（バリアフリー）」、「住宅の火災や地震に対する備え」、「総合的にみた満足

度」の項目が大きく増加した。 

図 住宅の満足度 

［今回調査（Ｒ５）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［前回調査（Ｈ２１）］ 
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問１１．居住環境の満足度 

あなたのお住まいを取り巻く周辺の居住環境に対する満足度について、次の回答方法をお

読みになった上で、それぞれお答えください。［該当するもの１つずつに○］ 

居住環境について満足度が高い（「満足」と「ほぼ満足」の割合が多い）項目は、「周辺の緑

や空気などの自然環境」が最も高く８６％、次いで「周辺のまちなみの美しさや快適性」と

「総合的にみた満足度」が８１％となっている。 

一方、満足度が低い（「やや不満」と「不満」の割合が多い）項目は、「周辺の公共交通機関

の利便性」が最も低く５１％、次いで「火災・地震・水害などに対する防災の安全・安心性」

が３１％であった。 

また、前回調査結果と比較すると、「自治会活動や近所のつきあい」以外の全ての項目で増

加しており、特に「周辺のまちなみの美しさや快適性」、「防犯などの地域の安全・安心性」、

「総合的にみた満足度」の項目が大きく増加した。 

図 居住環境の満足度 

［今回調査（Ｒ５）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［前回調査（Ｈ２１）］ 
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【住み替えについて】 

問１２．居住意向 

あなたは、現在の居住地に住み続けたいとお考えですか。［該当するもの１つに○］ 

今後の居住意向は、「このまま住み続けたい」が６２.４％と最も高く、次いで「当分は住み

続けるが、将来はわからない」が２６.２％となっており、全体の約９割が住み続ける意向を

示している。 

図 居住意向 

 

問１３．現在の居住地に住み続けたい理由 

問 12で『１ このまま住み続けたい』を選択された方にお伺いします。このまま住み続け

たいとお考えになった理由をお答えください。［該当するもの３つまでに○］ 

現在の居住地に住み続けたい理由は「周辺の緑や空気の自然環境がよいから」が最も多く

５１.２％、次いで「買い物が便利だから」が４２.１％、「病院や福祉施設などが近くにある

から」は３１.６％であった。 

図 現在の居住地に住み続けたい理由 
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問１４．住み替える場合の条件 

問 12 で『２ 当分は住み続けるが、将来はわからない』『３ いずれは住み替えたい』

『４ 住み替え予定である』を選択された方にお伺いします。 

 

（１）住み替える場合の居住地選択で重視する点 

住み替える場合、どのような点を重視して居住地を選びますか。 

［該当するもの３つまでに○］ 

住み替える場合の居住地選択で重視する点は「買い物が便利なこと」が５１.５％と最も多

く、次いで「地震、水害、火災などの災害の不安が少ないこと」が３５.９％、「公共交通機関

が充実していること」は３２.０％であった。 

また、前回調査結果と比較すると、前回と同様に「買い物が便利なこと」が最も多く、割合

も増加している。「地震、水害、火災などの災害の不安が少ないこと」が大きく増加した一方

で、「病院や福祉施設などが近くにあること」は大きく減少した。 

図 住み替える場合の居住地選択で重視する点 

［今回調査（Ｒ５）］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［前回調査（Ｈ２１）］ 

 

  




